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2016年9月吉日

初秋のみぎり、ますますご健勝のほどお慶び申し上げます。日頃は弊社山田
ビジネスコンサルティング株式会社をご愛顧くださいまして誠にありがとう
ございます。

　弊社情報誌YBC vol,8のテーマは「『人材不足時代』における人事戦略の方向性」
です。
　わが国の生産年齢人口は1995年にピークを迎えて以降、一貫した減少が続いて
おり、この傾向は将来にわたって続いていくと予測されています。
　企業経営において、人口の減少は、国内マーケットの縮小から生じる「売上獲得
機会の減少リスク」という側面と労働力の供給不足から生じる「採用・雇用コストの
上昇リスク」という側面をあわせ持っています。更にいえば、企業における事業活動
を担う「ヒト」そのものの減少と不足につながり、企業の成長はおろか事業継続
を阻害する要因にもなり得る重要な環境変化と考えられます。加えて、近年、企業に
は、従来よりも一層厳しい労務管理や労働関連法規への対応が求められています。
　企業経営者には、このような環境変化を真正面から受け止め、これまでの考え方
から脱却し、新たな価値観に基づいて人事戦略を考えていくことが求められています。
　しかしながら、多くの中堅・中小企業は「人員構成がどうなっているのか」
「将来人件費はどのように推移していくのか」「どこから手をつけて行くべきか」
等、自社の人材状況や課題について正確に把握できていない状況に留まっています。
　本号は、前半でマクロ環境や労働法規のトレンドを解説し、後半では自社の人材
状況や課題を把握・整理するための現状分析の切り口とポイントを紹介しています。
決算書からは読み取れない組織や人材の状況や課題を把握・分析するためのヒント
として頂ければと思います。

　人事で悩まない経営者はいませんが、様々な事情から本腰を入れて改善に取り組む
ことができていない会社は多いと感じています。本号が、大変であるがとても重要な
「組織・人事」の改善に取り組むきっかけとなれば幸いです。

2 3



生産年齢人口の減少は、経営資源としての「ヒト」そのものの不足につながるリスク
要因であり、経営者が正確に認識すべき重要な環境変化のひとつです。「人材不足」は企業
収益の悪化につながるだけでなく、企業の成長や事業継続の阻害要因となる可能性も
あることから、経営者は環境変化を正しく認識し、多様な人材の獲得と育成、定着に取り
組んでいくことが求められています。

「人材不足時代」の到来

山田ビジネスコンサルティング株式会社
コンサルティング事業本部　部長

岸　研太
きし　けんた
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POINT

中堅・中小企業の事業再生や業績改善支援を数多
く経験し、幅広い業種に対する支援実績を有する。
近年では、上場企業を含めた組織・人事コンサル
ティングや管理体制構築支援に従事。

1 減少が続く生産年齢人口

　わが国の生産年齢人口は1995年にピーク（約8,726万
人※1）を迎えて以降、一貫した減少傾向が続いており、
2015年には約7,682万人（直近20年間で約12%の減少）に
まで減少しています。さらに、2025年には約7,085万人、
2035年には約6,343万人にまで減少することが予測されて
います※2。この問題は近年ニュースや書籍でも取り上げら
れることが多くなりましたが、あくまで社会現象としての
話題が多く、企業経営に与える影響はあまり報道されて
いない印象があります。しかしながら、人口の減少は経営
資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を構成する「ヒト」その
ものの減少を意味しており、企業経営者にとっては看過で
きない重要なリスク要因であると言えます。なお、生産
年齢人口は15歳以上65歳未満の人口と定義されており、
実際の就業年齢とは若干異なりますが、事業活動の中核を

担う人材の供給量が減少していくという意味ではその問題
の本質は同じであり、経営者が直視すべき重要な環境変化
と言えます。

※1  2005年までは5年ごとの調査であったため年度ごとの生産年齢人口は不明。なお、
図表1での2004年以前の生産年齢人口は前回調査時点から次回調査時点（5年後）の
増減数をその期間に応じて按分計算して試算している。

※2  国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）

　図表1では生産年齢人口の推移と生産年齢人口1人当たり
のGDPを示しています。生産年齢人口1人当たりGDPは
2008年のリーマンショックによって初めて一時的な低下
を示しましたが、それ以降は再度増加傾向に転じました。
その間、日本企業は国際競争に晒されながらも、技術革新
や継続的な効率化等、様々な経営努力を通じて、生産性を
高めてきました。今後も引き続き生産年齢人口が減少して
いくことが避けられない見通しとなっている現在、企業に
は更なる付加価値や生産性の向上が求められていくことに
なります。しかしながら、付加価値や生産性の向上を実行

していく主体はあくまでヒト、つまり「人材」であるた
め、事業活動を担う労働力そのものの獲得と定着、育成を
真剣に考えていく必要があります。なお、東京、大阪等の
首都圏を除く地方においては、その問題が既に顕在化して
おり、色々な取り組みをしたくてもそれを実行する「人
材」がいないという問題に直面している企業も数多く表れ
てきています。

2 就業構造の変化

女性と高齢者の就業状況（1）

　生産年齢人口の減少に対して、労働力の担い手として期待
されているのが就業していない女性や高齢者層です。実際
に、1995年から2015年にかけて生産年齢人口は約990万人
減少しましたが、就業者数は81万人の減少に留まっており、
女性や高齢者による就労の拡大が労働供給を下支えして
いることが伺えます（図表2）。
　まず、女性の就業状況を見てみると、1990年代以降増加
傾向が続いた女性の就業人口（15歳～64歳）は2015年に
は2,466万人に達しており、女性の生産年齢人口（3,819万
人）に対する就業率は64.6%にまで高まっています。その
結果、1997年には共働き世帯数が専業主婦世帯数を逆転
し、2014年には約60%に達しているといわれています。

　次に、高齢者の就業状況を見てみましょう。高齢者の
就業人口は長期的にみれば自営業者の減少等を背景に低下
傾向が続いていましたが、2005年頃から上昇傾向に転じ
ており、2015年における就業人口は男性で441万人、女性
で288万人と1995年から大幅に増加しています。その
結果、就業人口に占める65歳以上の割合も年々高まって
おり、65歳～69歳の就業率は約40%に達しています。

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）、内閣府国民経済計算よりYBC作成

図表1　生産年齢人口・生産年齢人口1人当たりGDPの推移
（百万円／人）（万人）
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就労形態の変化（3）

　これまで見てきたように、生産年齢人口の減少という
大きな流れの中で、女性や高齢者の就業が着実に進んで
おり、それに合わせて業種・業界を問わず非正規雇用者が
増加しています。企業経営者はこのような傾向を正しく把握
するとともに、いかに限られた人材資源を獲得し、定着
を促していくべきであるかといったテーマについて改めて
向き合っていくべき時期を迎えています。

都道府県別の動向（2）

　ここまでは日本全体の就業動向を説明してきましたが、
ここでは都道府県別に就業者数の動向を見てみます。
　図表3は都道府県別に名目GDP（県内総生産）と就業
者数を2000年度と2010年度で比較したものですが、就業
者数は滋賀県と沖縄県を除く45の都道府県で減少してい
ます。また、都道府県ごとの就業者の増減幅に大きな違い
があることも伺えます。特に、青森県、岩手県、秋田県、山
形県、福島県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、徳島
県、香川県、高知県は2000年度から2010年度の10年間

で就業者数が10%以上減少しており、東北地方と山陰
地方、四国地方は他の地域と比べて人口の減少から生じる
「働き手の不足」が一層深刻なものになっていると考えられ
ます。
　一方で、就業者1人当たりのGDP（県内総生産）を見て
みると、2000年から2010年にかけて23の都道府県で減少
しているのに対して、24の都道府県では増加していること
が分かります。その中でも、和歌山県と徳島県は就業者数
が大幅に減少している中、名目GDP（県内総生産）は従来
の水準を維持しており、就業者1人当たりのGDP（県内
総生産）は大きく増加しています。

　次に就業形態の変化について、非正規雇用者数とその
割合を産業別に見ていきます。
　非正規雇用者数は、女性や高齢者による就業者数の増加
に伴い大幅に増加しています。総務省の労働力調査によれ
ば、雇用者数に占める非正規雇用者数の割合（非正規雇用
比率）は、1995年の20.9%から2015年には35.0%にまで
上昇しており、その主要因となっているのが、60歳以上の
増加と59歳以下の女性による増加であると分析されてい
ます。
　また、非正規雇用者は、全ての産業で増加傾向にあります

（図表4）。事業の特性上、以前から非正規雇用者の割合
が高かった小売業や飲食店、サービス業では一層その比率
が高まっていますが、教育・学習支援業や宿泊業、運輸・
郵便業、医療・福祉等の業種においてもその上昇幅が非常
に大きくなっている点が特徴的です。

図表2　男性・女性別就業人口

出所：総務省「労働力調査（基本集計）」「国勢調査」

（単位：万人）

生産年齢人口

就業人口（合計）

就業人口（15〜64歳）

就業人口（65歳〜）

生産年齢人口における就業人口比率

就業人口に占める65歳以上の割合

算式

➀

②

➂

➃

➂÷➀

➃÷②

1995年 2015年 増減

男性

4,363

3,843

3,569

272

81.8％

7.1％

3,889

3,622

3,182

441

81.8％

12.2％

 ▲474

 ▲221

 ▲387

＋169

0.0％

＋5.1％

1995年 2015年 増減

女性

4,334

2,614

2,446

166

56.4％

6.4％

3,819

2,754

2,466

288

64.6％

10.5％

 ▲515

 ＋140

 ＋20

＋122

＋8.1％

＋4.1％

1995年 2015年 増減

合計

8,697

6,457

6,016

438

69.2％

6.8％

7,707

6,376

5,647

730

73.3％

11.4％

 ▲990

 ▲81

 ▲369

＋292

＋4.1％

＋4.7％

図表3　都道府県別名目GDP（県内総生産）・就業者数

出所：内閣府「国民経済計算」、総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」を基にYBC作成
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3 高まる人件費負担

　企業経営者は、自社が置かれている地域環境や業種特性
から人材の供給動向を把握することと併せて、そのコスト
水準を注視していくことも必要です。
　ここでは、特にパートやアルバイトの人件費に大きな影響
を与える最低賃金の動向を確認します。そもそも最低賃金
制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなけれ
ばならないとする制度です。2015年度（平成27年度）は
全国加重平均で798円となり、5年前すなわち2010年の
730円から9.3%上昇したことになります（図表5）。2015
年11月24日の経済財政諮問会議で安倍首相は「最低賃金
を毎年3％ずつ引き上げ、最終的には1,000円を目指す」と
表明する等、この傾向は当面続くものと考えられます。
　最低賃金法は、「賃金の低廉な労働者について、事業
若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障
することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働
者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争
の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与
すること」を目的とした法律です。しかし、企業側から
みれば上昇した賃金が消費につながらない限り、人件費
負担の増加が先行することになります。
　当然に企業としても最低賃金の上昇水準以上の付加

価値の増加が求められますが、それが実現できない場合は
更なるコスト削減に取り組んで行く必要があります。
　一方で、地域によっては人材不足に起因する採用競争の
厳しさから、最低賃金を大幅に超える時給での募集・採用
活動が行われている地域もあります。2015年10月に当社
が実施した地域別のアルバイト募集時給調査によると、
例えば新潟県A市では調理スタッフ業務として時給1,300
円、岡山県B市ではガソリンスタンド業務として時給1,340
円、佐賀県C郡では製造業の梱包業務で時給1,000円、
といった募集事例を確認しています。このように一部の
地域では、最低賃金を大幅に超える水準の時給を提示しな
ければ十分な人員を採用することができない状況になって
います。そのため、パートやアルバイトの活用割合が高い
小売業や飲食店等では人件費負担が一層高まっており、
従来の売上水準を確保できたとしても採算を確保すること
が難しい状況となっています。
　採用時の募集時給やその後の賃金水準は自社のコスト
構造に大きく影響を与えるだけではなく、人材の定着つまり
流出の抑制という観点からも非常に重要なテーマであると
いえます。このことはパート・アルバイトだけではなく、
正社員にも同様のことがいえるため、経営者には将来の人件
費水準を定量的に予測、シミュレーションした上で、ビジ
ネスモデルの変革やオペレーションの見直し、適切な人事
制度の構築等を考えていくことが求められています。

図表4　産業別非正規雇用労働者の割合

※1　総務省「就業構造基本調査」に基づき作成
※2　本表の非正規雇用労働者比率はパート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員等の合計
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出所：厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」を基にYBC作成
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4 企業経営への影響

中小企業ほど問題は深刻化（1）

　大企業と比較して、高水準の人件費を負担できない中小
企業にとって、人材不足は、より一層深刻な問題になって
います。例えば、新卒採用に関して、図表6の通り、従業員
300人以上の企業は求人倍率が0.5～1.2倍で推移している
一方で、従業員300人未満の企業は3～4倍となっており、
中小企業へ就業を希望する人数に対して、企業側の求人数
が極めて多い状況になっています。このことからも中小
企業は新卒採用の面でも非常に厳しい環境にあることが
伺えます。
　新卒採用に関わらず、中小企業において人材を確保する
ことは非常に重要な経営課題となっています。図表7は業種
別に従業員過不足DIの推移を示していますが、2008年
のリーマンショック以降数年間は過剰感が不足感を上回
っていましたが、2013年末にはすべての産業で不足感が
上回り、直近でもその傾向が続いています。特に、労働集
約型である建設業やサービス業ではその傾向が深刻化
しており、人材の確保に苦慮しています。また、小売業は
以前から一貫した不足傾向が続いてきましたが、近年では
他の業種同様、不足感が一層増してきています。

事業活動と収益構造への影響（2）

　人口の減少は、国内での企業経営にとって国内マーケット
の縮小から生じる「売上獲得機会の減少リスク」という
側面と、労働力の供給不足から生じる「採用・雇用コスト
の上昇リスク」という側面をあわせ持っています（図表
8）。さらにいえば、そのような収益構造の変化や収益性
の低下をもたらすだけでなく、事業活動を担う「ヒト」
そのものの不足につながり、成長はおろか最悪のケース
では事業継続を阻害する要因になるものと考えられます。
　本稿で見てきたように統計データ上、女性や高齢者の
就業は年々拡大しています。しかしながら、「多様な
働き方」を実現する制度と企業風土を確立し、その成果を
十分にあげている企業はほんの一握りではないでしょうか。
　すでに始まっている人口減少に起因する「人材不足
時代」の到来に向けて、経営者はその現状と見通しを正しく
認識し、限られた人材の育成と定着、女性や高齢者の活躍
の場の提供等を通じて、最も貴重で重要な「ヒト」という
経営資源のパフォーマンスを最大化し、企業の競争力を
維持・強化していくことが求められています。

図表6　従業員規模別大卒者の求人倍率の推移

出所：中小企業白書（2015年版）
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図表8　「人材不足時代」が与える収益構造への影響
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近年、働き方についての社会的価値観は大きく変化し、適切な労務管理を行わない
ことによる経営上のリスクが高まっています。ここでいう労務管理とは、長時間労働対策
だけでなく、3つのハラスメント（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ
ハラスメント）への対策や有期労働契約社員の無期転換制度の構築、女性活躍推進の
ための取り組み等を含んだ広義の労務管理を指します。
経営上のリスクを防止するために、関連法規の目的を理解した上で適切な労務管理を

行うことの重要性が高まっています。

労務管理に関する経営上のリスク

山田ビジネスコンサルティング株式会社
コンサルティング事業本部 シニアコンサルタント

榊　裕之
さかき　ひろゆき
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POINT

中堅・中小企業に対する人事制度
の再構築、労働問題全般にわたる
労務相談、組織再編時の労働条件
統一支援等に従事

1 長時間労働問題

　本稿では、社会的に関心の高い、長時間労働問題、ハラ
スメントに対する意識の高まり、有期労働契約から無期
労働契約への転換などの近年の主な制度改定についての
概要・リスクを解説します。

　この「ブラック企業」問題に関しては、2015年7月に
東京労働局の「かとく」が大手靴小売会社および同社の
役員、店長の2名を労働基準法違反で書類送検したことが
話題になりました。「かとく」は、2015年4月に厚生労働
省が東京労働局と大阪労働局に設置した「過重労働撲滅
特別対策班」の通称で、地域ごとに存在する労働基準監督
署の管轄エリアを越えた広域の視点で、重篤な事案に専従
対応する組織のことです。

　近年、「ブラック企業」問題がマスコミ等でも取り上げ
られ、ブラック企業排除の社会的要請の高まりとともに
社員やその家族の意識・注目度も高まっています。ブラック
企業について明確な定義はありませんが、厚生労働省の
ホームページでは、一般的な特徴として以下①～③等

ブラック企業とは（1）

があると説明しています。
　①社員に対して極端な長時間労働やノルマを課す
　②賃金不払残業やパワーハラスメントが横行する等、　
　　企業全体のコンプライアンス意識が低い
　③このような状況下で労働者に対して過度の選別を行う

労働局、労働基準監督署の対応（2）

　本事案では、以前から全国で複数の労働基準監督署が個
別に是正勧告を行い、加えて本社にも是正勧告を行ってき
たものの、長時間労働が一向に改善されなかったという経
緯がありました。また、同社のある店舗では36協定を労働
基準監督署に届け出ないまま、1ヶ月間に社員2名に対して
各々97時間、112時間の時間外労働をさせており、また別
の店舗では社員2名に対して労使協定で定めた時間外労働
限度時間である79時間を超える98時間、109時間の時間外
労働をさせていました。なお、いずれの店舗でも時間外手
当は支払われていたとのことです。
　本事案のポイントは二つあると考えます。
　　①各管轄の労働基準監督署が踏み切らなかった書類送
　　　検を、管轄エリアを越えた広域の視点で重篤な事案
　　　に専従対応する「かとく」が行ったことで、今後、
　　　労働基準法違反を犯す企業に対する書類送検が増え
　　　ることが予測されること
　　②従来、時間外手当が支払われていれば長時間労働は
　　　ある程度大目に見られていたが、今後は時間外手当
　　　が支払われていたとしても、長時間労働そのものの
　　　違法性が問われること

　つまり、違法な長時間労働を強いる企業は、今後、
ブラック企業として法的制裁を受ける可能性が高まるという
ことです。
　「かとく」以外にも、長時間労働に歯止めをかけるた
め、従来、1ヶ月の時間外労働が100時間に達した場合に
行われていた労働基準監督署による立ち入り調査が、今後
は時間外労働が80時間に達した場合に行われることになり
ました。
　また、2016年5月に千葉労働局は、最長で月に約197
時間の違法な時間外労働をさせたとして千葉市の棚卸し
業務代行会社に是正指導したことを発表しました。本件で
は是正指導の段階で個別の企業名を公表したことが象徴的
です。是正指導、すなわち、行政指導の段階で企業名を
公表したのは全国で初めてのケースであり、本件も長時間
労働に歯止めをかけるために行われた施策の一つと考えられ
ます。

社会保険労務士
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迷走する新常態
（ニューノーマル）

セクシャルハラスメント（1）

企業への影響（4）

　いわゆる「ブラック企業」の場合、違法な労働環境を
原因とした在籍社員の離職に留まらず、新たな人材を採用
することが困難になることも想定されます。労働力人口
の減少が続く中で人材の確保ができないことは、企業にと
って死活問題になりかねません。特に、企業がB to Cビジ
ネスの場合には、消費者からの印象悪化とそれに伴う売
上低下、ひいては経営破綻に陥るリスクもはらんでいる
といっても過言ではありません。

　厚生労働省のワーキンググループが2012年1月に、職場
のパワーハラスメント（以下、「パワハラ」）を「同じ
職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場
内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的
･身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を
いう」と定義しています。
　パワハラは、社員の心身の健康侵害、社員の労働意欲の
低下、あるいは職場風土の悪化を招き、その結果、社員の
士気や業務効率の低下につながるおそれがあります。
また、会社が職場のパワハラ問題を放置し、社員の心身の
健康に影響を与えた場合には、民法709条に基づく不法
行為責任や労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反等
の法的責任を問われることにもなりかねません。

　近年、社員のハラスメントに対する意識が高まり、特に
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ
ハラスメントの3つのハラスメントが注目されています。
　以下に3つのハラスメントの定義、リスクについて説明
します。

　厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室は、職場におけ
るセクシャルハラスメント（以下、「セクハラ」）を「職場
において行われる労働者の意に反する性的な内容の発言
および性的な行動（以下、「性的な言動」）に対する労働
者の対応により労働条件について不利益を受けたり、性的
な言動により就業環境が害されること」と定義していま
す。男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラ対策
として企業に雇用管理上必要な措置をとることを義務づけ
ています。
　もし、企業が職場のセクハラを放置し、さらに上記措置
義務違反に対する是正勧告に応じなかった場合、男女雇用
機会均等法により企業名が公表されますので風評リスクと
いう観点で痛手を負う可能性があります。しかし、企業に
とってそれ以上に高いリスクは、セクハラを放置すること
で訴訟や内部告発リスクが高まり、さらに行為者、被害者

2 ハラスメントに対する
意識の高まり

パワーハラスメント（2）

　マタニティハラスメント（以下、「マタハラ」）とは、
一般的に、「働く女性が妊娠･出産を理由に解雇や雇い止め
されたり、復職時に意図しない降格をさせられる等、妊娠
･出産にあたって職場で受ける精神的･肉体的な嫌がらせ」
のことをいいます。職場でマタハラが発生すると、マタハラ
を受けた女性社員の士気の低下につながります。また、場合
によっては、女性社員が離職してしまい、直接的にマタハラ
を受けていない女性社員にも同様の影響が出て、女性労働
力の有効活用に支障をきたすおそれがあります。

マタニティハラスメント（3）

社員に与える影響（3）

　次に、長時間労働が社員に与える影響を考えてみます。
近年、社会的価値観の変化とともにワーク・ライフ・バラ
ンスという言葉が注目を集めるようになり、長時間労働は
仕事と家庭生活のバランスを重視する年齢層からは極端
に敬遠されるようになってきています。
　図表1は、精神障害の事由別労災保険支給決定件数です。
「仕事の量･質」を事由とする件数は、2014年度も構成
比率が24%と依然として第1位となっています。これは、
日本では依然として、長時間労働を原因とした精神障害を
発病する社員が多いことを意味します。

　 長時間労働を原因として精神障害を発病する社員の増加
は企業の人材損失にも発展しかねない問題ですので、長時
間労働を避ける仕組みを構築することは企業にとって重要
な取り組み事項といえます。
　なお、その他の事由として「セクシャルハラスメント」
「対人関係：嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた（含むパワー
ハラスメント）」「役割・地位の変化等（含むマタニティ
ハラスメント）」の3つの事由は、2009年度から2014年度
にかけて非常に高い増加率を示していることも付け加えて
おきます。

図表1　精神障害の事由別　労災保険支給決定件数

出典　平成21年度及び平成26年度　心臓疾患と精神障害の労災補償状況（厚生労働省　労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室）より弊社作成
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双方にとって精神的にダメージが大きくなる上、職場の
雰囲気が悪化し、社員の士気や業務効率の低下につながる
おそれがあることです。
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　2016年12月1日に施行された労働安全衛生法の一部を
改正する法律第82号（以下、「ストレスチェック制度」）
は、企業が社員のストレスの程度を把握し、社員自身の
ストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ
働きやすい職場づくりを進めることによって、社員が
メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを主な
目的としています。
　このストレスチェック制度は、常時使用する社員数が
50人以上の企業に対して、医師や保健師等による社員の
心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェック
を、1年以内ごとに1回実施することを義務づけています。
ストレスチェックの結果は、それを実施した医師や保健師
等から直接本人に通知され、本人の同意なく企業に提供
することは禁止されています。
　企業は、ストレスチェックの結果を通知された社員の
申し出に応じて、医師による面接指導を実施しなければ
なりません。医師から意見聴取をした上で必要な場合に
は、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の
措置を講じる必要があります。
　また、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で
集計・分析を実施することは努力義務とされていますが、
より良い職場環境をつくっていくためにも積極的に取り
組んでいくことが重要と考えます。ストレスチェックの
結果を集計・分析することで高ストレスの社員が多い部署
が明らかになります。当該部署の業務内容や労働時間等と
合わせて評価を行い、部署として仕事の量的・質的負担が
重く、健康を害するリスクが高いという結果が出た場合に
は、早期に職場環境の改善に着手する必要があります。
　ストレスチェック制度を企業の職場環境改善に向けた
ひとつの機会として捉え、積極的に取り組んでいくことが
重要と考えます。

　2013年4月1日に施行された労働契約法の一部を改正
する法律第56号（以下、「改正労働契約法」）は、2013年
4月1日以後に開始した有期労働契約（期間の定めのある
労働契約）の通算契約期間が5年を超える場合、その契約
期間の初日から末日までの間に、有期労働契約社員から
企業に対して無期転換（期間の定めのない労働契約への
移行）の申込みをすることができる制度です。申し込みが
あった場合、企業はこれを拒むことはできません。
　無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働
時間等）は、別段の定めがない限り直前の有期労働契約
と同一になるとされています。なお、別段の定めとは、
例えば、無期転換社員用の就業規則を作成することを指し
ます。
　無期転換が実施されるのは、最短で2018年4月1日となる
ため、まだ先のことだと考えている企業が多いのではない
かと推測します。また、直前の有期労働契約と同一の労働
条件が無期転換社員には適用されるため、無期転換が実施
されるまでに無期転換社員用の制度を整備しなくても改正
労働契約法に対応することはできます。しかし、既存有期
労働契約社員のロイヤルティやモチベーションの向上、
さらに新規採用で他社に優位に立つためには、今から魅力
的な無期転換制度を構築しておくことが重要と考えます。
　無期転換制度の事例として、ユニクロブランドを展開
するファーストリテイリングが導入した地域限定正社員
制度を紹介します。
　①同一地域で働き続けられる
　②賞与が支給される
　③同じ時間働いた場合、年収はパートタイマーと比較
　　して約20%増加する

　同社としては、コストアップになるものの、今後の人材
採用難を踏まえ、優秀な社員の確保を目的としていると考え
られます。

3 近年の主な制度改定

有期労働契約から無期労働契約への転換（1）

ストレスチェックの義務化（2） 女性活躍推進法の積極的活用（3）

　女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力
を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的として、
2015年9月4日に、女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（以下、「女性活躍推進法」）が公布され、
同日施行されました（事業主行動計画の策定については、
2016年4月１日施行）。
　女性活躍推進法では、常時雇用する社員が301人以上の
企業に対して、2016年4月1日までに以下①から③の実施
を義務づけています。
　①自社の女性の活躍状況の把握及び課題分析
　　・状況把握は以下の視点で実施（イ～ニは必須項目）
 イ） 採用者に占める女性比率
 ロ）勤続年数の男女差
 ハ）労働時間の状況
 ニ）管理職に占める女性比率
 ホ）その他、任意で選択する項目
　②女性活躍推進のための一般事業主行動計画の策定、
　　届出、社員への周知及び外部への公表
　　・行動計画は以下の視点で策定
 イ）計画期間
 ロ）数値目標
 ハ）取り組み内容
 ニ）取り組みの実施時期
　　・社員への周知方法
　　　事業所の見やすい場所への掲示、
　　　イントラネット（企業内ネットワーク）への掲載等
　　・公表方法
　　　厚生労働省運営サイト、自社ホームページ等
　③自社の女性の活躍に関する情報公表
　　・以下から公表項目を一つ以上選択
 イ）採用
 ロ）継続就業・働き方改革
 ハ）評価・登用
 ニ）再チャレンジ
　　・公表方法
　　　厚生労働省運営サイト、自社ホームページ等
　　・公表頻度
　　　概ね、年1回以上

　行動計画の策定及び届出を行った企業のうち、女性の
活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業は、
都道府県労働局への申請を通じて厚生労働大臣の認定を
受けることができます。この認定を受けると自社の商品や
ホームページに認定マークを掲示することができ、企業の
イメージ向上が期待できます。
　なお、女性活躍推進法には罰則規定がないため、実施
しなくても直接的なペナルティはありません。しかしなが
ら、このような取り組みを実施しない企業は、この法律の
目的を理解し真剣に取り組む企業と比較して、優秀な女性
を採用する点で遅れを取る可能性が高くなります。また、
社内の女性社員も、依然として将来その会社で活躍する
イメージや目標を持ちにくくなるため、モチベーション
の低下につながる可能性が高くなります。したがって、法律
への対応に留まらず、女性人材の採用と活躍の観点から
も女性活躍推進法の目的を理解し真摯に取り組む必要が
あると考えます。

　働き方についての社会的価値観が大きく変化し、年々
企業に求められる労働法関連のコンプライアンスは重要性
を増してきています。企業が労務管理に起因する経営上の
リスクを回避し、また社員が一層活躍できるより良い職場
環境にしていくためにも、広義の労務管理を適切に行う
ことが肝要です。



これからの日本の中堅・中小企業においては、生産年齢人口減少に伴う人材不足時代
を乗り切るためにも、また企業側に求められる労働法関連のコンプライアンス遵守に
対応するためにも、経営者の意識と価値観の変革が求められています。
人材不足の解消のために女性やシニア層の活用を促進するためにも、主に男性正社員

の長時間労働を前提とした人事戦略から脱却し、多様な価値観と働き方が受容される
新たな人事戦略を策定する必要に迫られています。
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流通業を経てコンサルタントに
転じ、これまで数多くの人事制
度構築や労務コンサルティング
を実施。
 

1 基本的な方向性

社会保険労務士

価値観の変革が求められている（1）

採用を優位にし、人材の定着に寄与する
オープンでフェアな人事制度が必要（2）

　ここ数年、就職市場は新卒、中途にかかわらず売り手市
場となっています。現在の採用活動は、求職者に自社を
選んでもらう活動といえます。
　経営理念や自社の業務の社会貢献性等を明示するだけで
なく、入社後の教育研修の充実度や将来へ向けてのキャリ
アパスの明示、モデル賃金カーブやオープンな評価体系等
が整備されていることをアピールすることが重要です。
　大手企業ではこれらのことは当たり前に求職者へ情報
開示されています。中堅・中小企業といえども、これらの
オープンでフェアな人事制度を整備して社員のやる気を引き
出す取組みを行っていることをアピールすることで、優位な
採用活動につなげることが可能です。オープンな人事制度
では、会社として求める人材像や昇進・昇格に必要な基準、
評価結果と報酬（賞与を含む）の連動性等が社員に対して
明示され、評価結果のフィードバックも行われます。
　また、せっかく確保した人材の定着率を高めることも、
これからの人材不足時代においては非常に重要です。
ブラック企業と呼ばれるような常態化した長時間労働や
時間外手当の未払い、セクシャルハラスメントやパワー
ハラスメントの横行等は離職率を高めるばかりではなく、
SNS等を通じて就職活動をしている学生や転職活動をして
いる転職希望者も知るところとなり、採用活動にも悪影響
を及ぼします。
　多様な価値観をもった人材、子育て中の女性や家庭で
老親を介護しながら働く等様々な制約条件を抱えながら
働く人材を理解し受け入れる組織風土の醸成も必要ですし、
社員のワーク・ライフ・バランスを支援する取り組みや制度
を充実させることも人材の定着につながります。

長時間労働の抑制と生産性の向上（3）

　常態化した長時間労働を抑制し、ワーク・ライフ・バラ
ンスを実現することは、多様な正社員を有効に活用し、組織
を活性化するためには不可欠の取組みといえます。
　また、先にも述べたように新卒や中途採用において優位
に採用活動を進めるためにも、長時間の過重労働を抑制
し、SNS等でブラック企業等との風評が広がらないように
する必要があります。
　特に、長時間労働については、企業から社員へ過度な
ノルマを課して強制させる場合もあれば、長年かけて作り

上げられた、ある種組織風土となってしまっている会社も
あります。これは長時間労働を通じて業績を上げてきた
会社によく見られるケースです。このような会社では、
多くの人が、無意識のうちに長時間労働をすることが当たり
前と思っています。残業をする人が成果を上げているため、
そういう人が偉い・評価される、といった感覚が根付いて
おり、会社の業績が上向いている状況においては、それを
見て見ぬ振りをしている場合があります。
　このような会社においては、制度として多様な働き方が
できる仕組みの導入を行っても、制度や施策が機能しない
可能性があります。多くの労働時間を費やして業績を上げ
てきた会社の社員は、労働時間を短縮することに対し「仕
事が完結しない」「顧客の満足度が下がる」との理由から
抵抗感を示すこともあります。そのため、まずは長時間労
働を是とする社員の意識を会社全体で改革することから始
める必要があります。
　社員の意識改革を行うためには、まずは会社が社員に対
して、長時間労働の是正に取り組む姿勢と目的をしっかり
と示す必要があります。これまで長時間労働によって成果
を上げてきた社員を評価し、昇進・昇格をさせてきたこと
を改め、時間当たりの付加価値に基づく指標を社員の評価
に取り入れ、短時間で成果を上げた社員を重用すること、
またそのような評価を行っていくという方針を社員に対し
て明示することが、ひとつの手法として考えられます。
　また、評価の仕組みだけでなく、組織や現場に即した対
策を講じることも必要です。以下に、労働時間短縮のため
の対策の一例を記載します。
　①1回当たりの会議時間に上限を設ける、○時以降の会議
　　を禁止する
　②週に一度、社員全員が定時退社をする早帰りデーを
　　決める
　③業務時間の中で「業務集中時間」を設定し、その時間
　　中は打合せや会議、私語、内部外部を問わず電話も
　　禁止する
　④残業には必ず上司への事前申請と上司の承認を徹底し、
　　申請をせずに残業した場合はペナルティを課す
　どのようなルールが合っているかは、組織や現場ごとに
異なるので、社員からの意見を取り入れながら導入するの
が良いと考えます。いずれにしても、全社として長時間
労働を是正する意識を醸成するために、それぞれの組織や
現場に合った対策を講じていくべきです。

今　後

組織全体のモチベーション向上のためのオープンな人事制度

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍推進

正規・非正規双方を活用する雇用管理

定型・非定型、中核・非中核の軸

若手のモチベーション重視の処遇制度

シニアのスキルの積極活用

▲

人材選別のための閉鎖的な人事制度

男性中心の長時間労働

正規社員中心の雇用管理

総合職・一般職の軸

年功的な処遇制度

恩恵的なシニアの雇用延長

従　来

　「人材不足時代」を乗り切るために企業は図表1のよう
な価値観の変革が求められています。

図表1　従来の価値観と今後の価値観
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2 多様な働き方を受け入れる

多様な働き方の受容と部署や業務ごと
に必要な能力やスキルの整理（2）

　少子高齢化により労働力が減少する人材不足時代を乗り
切るためには、新卒や中途での正社員の採用やシニアの
活用だけではなく、これまで非正社員という区分であった
労働者の有効活用も必要です。
　多くの企業では、正社員については総合職や専門職、
一般職というように区分を設定し、それぞれについて、
職務に対する評価や能力、成果に見合った昇進や昇給等の
雇用管理事項を設定しています。これに対して、非正社員
に関しては評価や昇進・昇給といった雇用管理事項の設定
が正社員と比較して少なくなっている状況にあります。
　今後、改正労働契約法による有期雇用労働者の通算5年
勤務後の無期転換ルール（2018年4月から）への対応が
必要になる等、企業においては従来の正社員中心の雇用
管理だけでは人材マネジメントが有効に機能しない状況に
陥ります。有能な人材の確保や活用の観点からは機能的な
「コース別雇用管理」制度の策定が重要になります。
　上述の無期転換ルールが実施されると、具体的にどの
ようなことが起こるのかを説明します。ある企業では、正社
員以外に、フルタイムで月給制の契約社員と同じくフル
タイムの時給制のアルバイト、1日4時間で週3日勤務の時給
制のパートタイマーを雇用しています。それぞれの雇用契約
期間は1年です。これらの非正社員が通算5年勤務後に本人
が申し出た場合には、1年間の有期雇用契約から期間の
定めのない「無期雇用契約」に条件を変更しなければなり
ません。これまでこの企業では、期間の定めのない無期
雇用の社員こそが正社員であるという認識でしたが、無期
転換ルールによって有期雇用の非正社員が無期雇用契約に
なることで、これまでの正社員とは雇用条件の異なる正社
員が存在することになります。この企業の例では、まず

　上述の労働時間短縮のための対策に加えて、社員ひとり
ひとりが生産性を向上させるための意識変革を促すことも
重要です。以下に生産性向上のために社員が意識すべき事項
には、以下のようなものがあります。
　　①仕事に対する時間意識を高める
　　②無駄な仕事をあぶり出し、削減する
　　③仕事の優先順位を明確にする

多様な働き方の実現と雇用管理（1）

フルタイムの月給制の1年契約であった契約社員が無期雇用
になります。この社員は契約社員であったときには夏冬の
賞与は支給されず、退職金制度も対象外であり、評価制度
や昇給昇格等の人事制度も対象外でした。更に時給制の
アルバイトや短日数短時間のパートタイマーも無期雇用に
なったときの評価や昇給の仕組みが定められていませんで
した。今後も新たに契約社員や時給制のアルバイトやパート
タイマーを有期雇用で採用する計画もあります。有期雇用
から無期雇用へ転換した社員のモチベーションを高く保ち
ながら有効に活用するためには、このような新しい正社員
に対応した雇用管理のルールを明確に定めておくことが
必要になります。
　また、多様な正社員には、育児や介護等により一時的に
短日数勤務や短時間勤務を余儀なくされる社員も含まれ
ます。元々は勤務地や職種に制限なく働いていたものの、
育児や家族の介護による勤務地の限定、残業のない部署や
職種への異動が必要になる例もあるでしょう。このような
社員をその制約条件の中で有効に活用するためにも多様な
正社員に対応した雇用管理の仕組みを策定することが必要
になります。
　ワーク・ライフ・バランスを支援するための人事制度に
おいては、育児や介護による休業を取得したり短時間勤務
に移行したりすることを前提として、評価や昇給・昇格の
仕組みを見直すことが求められます。その上で全社員に
見直した仕組み自体を情報開示して、社員の納得感を得て
おくことが良いと考えます。
　多様な働き方とワーク・ライフ・バランスに配慮した
取組事例として以下のようなものがあります。
　　①短時間正社員制度
　　②時間給型正社員
　　③在宅勤務制度の導入
　　④時間単位の有給休暇取得
　　⑤業務効率化を目的とした業務マニュアルの整備

　多様な働き方を受容していくためには、企業が自社に
存在する業務をより深く理解することが必要です。
　多様な働き方を受容するということは、企業に様々な業務
分担を設計できる能力があり、その設計に対してコスト
（時間）をかけているということです。ではこの業務分担
を設計できる能力を獲得するためには、何が必要になるの
でしょうか。
　第一に、自社に存在している業務の棚卸を行い、「業務
の内容」と「所要時間及び発生頻度の目安」を明らかに
しなければなりません。これを行わないと残業前提の業務
分担を行うことに繋がりかねません。
　第二に、各業務について業務分担の設計がしやすくなる
ような「何らかの軸」でカテゴリ分けを行う必要があり
ます。どのような働き方を受容していくかによって、必要
な軸は変わってきますが、いずれのケースでも必須といえる
軸は以下①②の2つです。

①定型業務／非定型業務の軸（業務の難易度の軸）
　定型業務は、単純作業であり、仕事の難易度としては
易しいものを指します。定型の名の通り、業務の手続き
が個別の事情によりほぼ変化せず、習熟という要素は
薄いことが特徴です。非定型業務は判断業務とも表現で
き、先述の定型業務の対極に位置するものです。
②中核業務／非中核業務の軸（業務の秘匿性の軸）
　中核業務とは自社の競争力の源泉となっている業務を
指します。対して非中核業務は自社の競争力の源泉とは
なっていない業務と定義され、アウトソーシングの対象と
もなりうる秘匿性の低い業務と特徴付けられます。

　①の軸は、人材の優秀さや習熟度に適した業務分担を
行う上での基本的な軸です。非定型業務を新人やあまり
優秀でない人間に任せることは難しく、定型業務を熟練者
や優秀な人間に任せることは勿体ない状態といえます。
　②の軸は、正社員・非正社員といった雇用形態に応じた
業務分担を行う上での基本的な軸です。非正社員は人材の
流動性が高いことが特徴であり、自社の競争力にかかる情報
等外部に漏れてしまうと致命傷となる業務には適しません。

　「①定型業務／非定型業務の軸」に派生して、業務ごと
にどのようなスキルが必要であるかを棚卸しすることは、
適材適所の人材活用をより繊細に設計するために有効な

手段です。また、時短社員等の働き方を考えている場合
は、業務発生の時期・時刻や納期の時期や時刻にかかる
情報（例えば、「毎月20日11時に業務発生」「当日の18時
納期」等）を詳細に整理するのが良いと考えます。

　こうして整理した業務の情報を基に、それぞれの働き方
に適した業務分担の設計を行います。基本的な考え方は、
定型業務や非中核業務はアルバイトやパートタイマー、
時間や職種に制約を持った社員に任せ、従前の社員は非定
型業務や中核業務に集中できる環境をつくっていくことで
す。こうして、部門、ひいては組織全体の業務効率を上げ
ていきます。
　いずれにしても、まず前提として認識すべきことは、
多様な働き方の実現の裏側では、当然マネジメントコスト
（時間）がかかっているということです。コストをかけて
きちんと業務を整理・把握し、個々人に適した働き方を
設計することで、部門や組織全体の効率を上げる業務分担
が設計できるということです。
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　シニア世代の活用のためには、かつて団塊の世代対応の
ために50代以降に賃金の上昇を抑える、または下降する
ように設計した賃金カーブについても見直す必要があると
考えます。今後、若手人材が不足するということは50代
以降の高年齢層の社員にもモチベーションを維持して働き
続けてもらう必要があるということです。役職定年制に
ついて組織の年齢分布とのバランスをとりながら一部廃止
するとか、一定以上の評価を取った高年齢社員の昇給額を
増額する等の改定を行い、50代以降の社員にこれまで以上
に活躍してもらう環境を整えることが重要です。
　さらに、定年後の再雇用制度の見直しも大きな論点と
なります。厚生年金の支給年齢も上がり、生活レベルの維持
のためにも働く必要のある60代労働者は増加していると
考えられます。人材不足、若手社員不足であれば60歳定年
後も主要なポストを担う再雇用社員も現れるでしょうし、
能力的にも最適任者が再雇用社員であることも珍しくなく
なるかもしれません。このような状況を踏まえると、定年
年齢の見直しや定年再雇用後の等級・役職制度や評価・賃金
制度を見直し、優秀な高年齢社員を活用することも必要な
措置といえます。

4 何から手をつけるべきか・・・
自社の現状を知ることから

　第一章においては、少子化を要因とする生産年齢人口
減少に伴う人材不足への対応や、いわゆるブラック企業と
されないための労務管理上のリスクへの対応について
解説しました。本稿では、第一章のような外部環境の変化
に対してどのように対応すべきかを解説しました。
　しかし、中堅・中小企業においては、これら全てに対応
することは難しいと思います。また、手をつけるにして
も、何から手をつけて良いか大いに迷われることと思い
ます。このような場合には、まず自社の現状を正しく把握
することから始めることをお勧めします。

　オープンな人事制度を構築するにしても、現状の人事
制度全般に対して社員はどのように思っているのかを知る
ことが必要です。また、長時間労働の是正策を講じるに
しても、自社の社員が長時間労働を行う組織が抱える本当
の要因は何なのかを明確にしなければ、打ち手の効果は
期待できません。若手のモチベーションを高めるための
処遇制度の実現には、自社の賃金水準が同業他社と比較
してどのようなポジションにあるのか、自社の水準に対する
社員の満足度はどの程度なのかを認識した上で制度の改定
に着手すべきです。
　このように自社の労務管理の実態や社員の仕事、組織、
処遇等に対する満足度等の現状がどのようになっているのか
を把握することは、刻々と変化しつづける経営環境に対応
するための新たな人事戦略を策定する上ではとても重要な
ことといえます。
　次稿以下では自社の現状分析の重要性と分析のポイン
トを詳しく解説します。

3 若手とシニアの活用を
両立させる

　年功的な職能等級制度を長年運用してきた日本企業の
賃金制度は、20代や30代前半の賃金を抑えつつ、40代
以降で昇給曲線が大きく上向き、50代半ばから60歳に
向けて最高到達地点に達する、というものが主流を占めて
きました。その後、団塊の世代が50代に突入するように
なると、役職定年制や年齢別の昇給ピッチの見直しを行い、
50代半ば以降は賃金の上昇を抑え、60歳以降の再雇用時
には60歳到達時賃金の60％から75％程度の月額支給となる
ような賃金制度を採用する企業が一般的となりました。
　これからの人手不足の時代において、中堅・中小企業が
採用活動において人材を確保するためにも、更には確保した
若手人材を有効に活用するためにも、20代から30代の賃金
水準を引き上げる方策が必要になります（図表2）。退
職金制度も含めて、発揮能力に対して賃金後払いの傾向
が強かった賃金昇給の仕組みを見直し、若手人材のモチ
ベーションアップを図る必要があります。その際には、
40代以降の昇給曲線の右肩上がりのカーブを緩やかにして
総額人件費のコントロールにも同時に取り組む必要があり
ます（図表2）。
　若手人材のモチベーションアップのための処遇改善の
例としては以下のようなものがあります。
　・三菱商事や三井物産、伊藤忠商事等の大手商社が実施
　　した初任給の引き上げ
　・コンビニエンスストア向けに惣菜を供給する武蔵野
　　グループが実施した初任給の大幅引き上げと、既存社
　　員の大幅なベースアップ
　・子育て世代に配慮した家族手当の支給内訳と水準の
　　見直し
　　トヨタ自動車・・・19,500円の配偶者手当を廃止し、
　　　　　　　　　　　一人当たり5,000円だった子供
　　　　　　　　　　 手当を20,000円へ引き上げ

図表2　賃金カーブ

➀年功型 ②若年層引上げ ➂50代に幅
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➀従来型の年功的な賃金カーブ ②若年層の給与水準引き上げ
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20〜30代の給与水準を引上げ

40代以降の昇給を抑制

➂50代以降の給与水準に幅を設ける
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評価に応じ、50代以降の社員の
給与を昇降給させる

➃比較
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人事・労務に関連する課題は様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、それらの
要因を丁寧に紐解いて行く作業が現状分析です。実効性のある対策を立案・実行する
ためにも欠かすことができないプロセスといえます。企業経営にとって重要な組織・人事
上の問題解決に着手するためにも、まずは自社の現状分析を実施することが改善への
第一歩と考えます。

現状分析の重要性と分析のポイント

山田ビジネスコンサルティング株式会社
コンサルティング事業本部　副部長

川人　伸
かわひと　しん

Ⅱ　現状分析の重要性
　現状分析の重要性と分析のポイント
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POINT

人材系ビジネス会社を経て現職。
中小中堅企業における、「人・組織
の強化を通しての経営力強化」を
手がける

1 なぜ、現状分析が重要なのか？ 

　コンサルティングの現場にいると、時々「現状分析なんて
いいから、早く改善策を実行して欲しい」というお話を
頂くことがあります。経営者や人事責任者の「課題は
分かっているのだから、早くそれを解決する方法を知り
たい」というお気持ちはよく理解できますが、適切な現状
分析なくしては効果的な改善も生まれません。

　現状分析の重要性について、「病気の診断」に例えて
説明します。例えば、指先を切って血が出ている状態で
あれば症状と対応策は明白です。しかし、頭痛のような体の
内部の痛みは、二日酔いといった軽度な原因から脳梗塞と
いった重度な原因まで様々な原因が考えられます。企業
経営における様々な課題の中でも、特に人事・労務に関連
する課題は、表面的には「長時間残業」という症状が出て
いたとしても、その根っこには「基本給の低さによる生活
残業の常態化」「長時間働く人間が評価される風土」「上司
より先に帰ると怒られるというマネジメント」「今日依頼

を受けて明日の朝までには返すようなスピード感を強みと
している営業スタイル」等、様々な要因があり、かつ、それ
らの要因が複雑に絡み合っていることが多く見受けられ
ます。それらの要因を丁寧に紐解いていく作業こそが現状
分析であり、だからこそ、非常に重要なプロセスであると
いえます。

　また、現状分析には、そのプロセスを通じて、改善の
実効性を高める2つの効果があります。
　一つは、経営者を含めた関係者間で危機感を共有できる
ことです。例えば、「5年後に人件費が上がる」という
問題がある会社において、そのこと自体は経営陣で共通
認識となっていたとしても、それが「現在より5％上が
る」と認識しているのか、「現在より30％上がる」と認識
しているのかでは大きな違いがあり、この問題に対する
捉え方もかけ離れたものになってしまいます。現状分析に
おいては、この様な定性的には共有化されている（加え
て、認識にばらつきが生じている）問題について、定量的
なデータをもって認識の共通化を行います。その過程を
通じて、関係者間において課題の認識と危機感のレベルを
揃えられるため、実施していく改善策に対して納得感が
得られやすくなります。

　もう一つの効果は、複雑に絡まった糸（問題）を解き
道筋が見えることで、改善策を前に進めるためのモチベー
ションを高めることができることです。今後求められる
人事・労務体制を目指そうとすると、一時的な人件費の上昇
や働き方の改善、時にはビジネスモデルそのものの見直し
等、経営者にとって非常に重いテーマに取り組んでいかな
ければならないことがあります。その際に、自社で実行で
きる「現実的なロードマップを描けるか」が非常に重要
な分岐点であり、それが描けない状況では、確実に目の前
で生じる苦労や心配が先に立ってしまい、改善の途につけ
ない状態に陥ってしまいます。丁寧な現状分析は、改善に
向けた道筋をつけることでもあり、関係者の中に「これ
ならやれそうだ」という空気を生み出す効果があります。
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労務分析（4）

　労務分析では、法令に適合した規定と運用になっている
かが重要なポイントです。労働関連法は、数年ごとに大小
様々な改定があるため、規程が追いついていないことが
多々見受けられます。経営や財務への影響度は様々ですが、
コンプライアンスの観点からも定期的なチェックとメンテ
ナンスが必要です。また、近年は、労働環境改善に対する
国の取り組みが強化されており、36協定の締結と遵守が
一層強く求められています。中小中堅企業においては、実態
残業時間の把握すらできてないケースも多く、集計残業
時間と実際に支払っている残業代との整合性の確認も含め
て、労務管理体制が整備できているのかを改めて把握する
必要があります。

社員意識調査（5）

　社員意識調査は、社員のモチベーションの源泉を正しく
捉えることを目的とします。調査を行うと、表面的には
「賃金や人事制度への不満」が強く出ていても、就業満足
度（この会社で働き続けたいか）に対しては「仕事への
適応感ややりがい」「経営陣への共感」「上司に対する
信頼」といった項目が最も強く関係している、という分析
結果になることが多くあります。一般的に知られるよう
に、報酬（賃金）は『衛生要因』（一定水準以下になると
不満になるが、高くしたからといって満足度を高める要素
にはならない）であり、会社へのコミットメントを高める
ための『動機付け要因』は別のところにあることがほと
んどです。そのような社員本人も自覚していない根源的な
欲求を把握することが重要になります。

　本稿では現状分析の重要性と切り口、ポイントについて
説明してきました。次稿では、事例を2つご紹介いたし
ます。いずれも本稿でご提示した現状分析を行い、そこから
課題を抽出・共有して改善策を検討・実行している事例に
なります。今回ご紹介する事例で行っている分析自体は
ベーシックなものが中心で、そこから抽出した課題について
もシンプルな内容です。しかし、このレベルの分析ができ
ていない会社も多くあると感じており、本誌をご覧いた
だいている皆様におかれましては、自社の人事施策を考え
る最初のステップの参考として、ご一読頂ければと存じ
ます。

2 現状分析の切り口と
ポイント

現状分析の切り口としては図表1の項目が挙げられます。

事業分析（1）

　事業分析においては、自社のビジネス環境を俯瞰して、
現在の強みと課題を整理することから始めます。ここで
重要なのは現在だけでなく、将来的な環境変化を想像した
ときに、現在の強みは維持できるのか、将来どのような
課題が生じ得るのかを検討することです。その上で「今後
どういう人材を求めていくのか」「社員にどういう働き方
を求めたいのか」を把握することが重要なポイントで
あり、事業分析を通じての課題認識がその後の分析の基準
となります。

基礎分析（2）

　基礎分析では、特に、年代ピラミッドの把握が重要になり
ます。仮に「平均年齢が40歳」だったとしても、「40歳代
が極端に多い状態」なのか「20歳代と60歳代が多く、二極
化している状態」なのか、それとも「各年代がバランス良く
いる状態」なのかでは、今後起こりうる課題が全く異なって
きます。

人事制度分析（3）

　人事制度分析においては、①求めたい働き方と人事制度
が乖離していないか、②規定されていることと運用が乖離
していないか、③実際のところ報酬（賃金）の決定に影響
を与えている要素（年齢・勤続年数・評価等）は何かを
中心に把握します。
　創業社長が健在である会社では、人事制度が形骸化して
おり、社長の頭の中にあることがそのまま運用の実態と
なっていることが多々あります。また、現行の人事制度を
人事部門だけで策定した会社では、人事制度に対する現場
の理解や共感が低いため「人事部は色々考えて成果主義や
プロセス評価制度を入れたが、結局は年齢のみが報酬に直結
している」という不満につながっていることもあります。
　人事制度分析というと、人事制度（等級制度・評価
制度・報酬制度）の内容を把握して、制度そのものの不具合
を見つけることと連想しがちですが、「経営が求めること」
「人事制度で定められていること」「実際に運用されて
いること」の3つの視点からそれぞれのギャップを把握する
ことが重要になります。

図表1　現状分析の切り口
テーマ 分析の切り口

ビジネスモデル

経営理念

人材マネジメント・ポリシー

市場環境

人員構成（年代、役職、契約形態等）

組織体制

採用・退職者数推移

等級構成・等級定義

評価項目・評価フロー

年収水準、賃金カーブ

報酬構成比率

諸手当の支給要件と支給実態

退職金モデル

人件費シミュレーション

規程類の整備状況

36協定等の労使協定の運用状況

労務管理体制（労働時間の把握・管理）

残業代の支払状況

就業満足度

就業満足度に影響を与えている要因

□

□

□

□

□

□
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□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□　

⑴ 事業分析

⑵ 基礎分析

⑶ 人事制度分析

⑷ 労務分析

⑸ 社員意識調査



これから40代、50代の社員が増加していくことが予測される人員分布に加え、マー
ケットの縮小が見込まれている中で、どの様にして人件費を抑えるかという事例です。
一律に給与を下げてしまっては、優秀な社員が流出してしまうリスクが高まることから、
年齢給の縮小と同時に役職や評価に応じた給与の割合を増加し、人件費コントロールを
実現しました。

現状分析～改善策立案事例①

山田ビジネスコンサルティング株式会社
コンサルティング事業本部　マネージャー

黒田　翔平
くろだ　しょうへい
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POINT

中堅中小企業の事業再生コンサルティングの経験を
経て、現在は組織・人事コンサルティングを中心業務
として従事。人事制度の改定・運用アドバイザリーを
中心に中小企業から上場企業まで多数実績あり。

会社概要
・業種：アミューズメント施設の運営
・会社規模：500億円、社員数3,000名（有期雇用社員を
　含む）
・事業環境：マーケットは縮小傾向
・経営陣の問題意識：今後増加が予想される人件費

　現状分析を行った結果、今後市場規模が徐々に縮小して
いくことが予測される中、当社の人件費は年功的に増加
し続けるため、数年後には営業赤字に転落する可能性が
高いことが分かりました。

　図表1の社員分布を見ると、30代後半の人数が最も多く、

1 現状分析で判明した事項

数年間定年退職者が発生しない人員分布（1）

31歳～45歳で社員の8割程度を占めていることが分かり
ます。50代の社員がほぼいないことから、今後数年間、
定年退職者は、ほとんど発生しないと見込まれます。

図表1　年齢別社員分布（正社員）
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　当社の特徴として、年齢給と評価給が年功的に増加する
傾向がありました。年齢給は図表2の通り、増加ピッチは
徐々に逓減するものの、55歳まで増加し続けます。また、
最も増加ピッチが大きいのは、30代でした。

今後、人件費の増加が予測される
報酬制度（2）

図表2　年齢給テーブル
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総額人件費（3）

　また、評価給は評価に応じて支給されるとされていま
したが、95％以上の社員はB評価以上という状況だった
ので、図表3の通り、一般職層では、1ヶ月当たり3,000円
～5,500円毎年昇給する仕組みとなっていました。加えて、
一般職層には降給の仕組みがないことも、人件費の増加が
見込まれる要因の一つでした。

　一定の前提をおいて、将来人件費を予測すると図表4の
通りとなりました。当社においては、定年退職者がほぼ
発生せず、毎年給与が増加し続ける仕組みであること
から、4年後に営業赤字になる予測となりました。
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図表3　評価給の昇降給テーブル

一般職層

評価分布 95％以上
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5％未満

（単位：円/月）

管理職層

図表4　総額人件費と営業利益推移

現在 1年後 2年後 3年後 4年後

人件費 営業利益

0

500,000

 ▲500,000

（千円/年）

前提条件

・売上高：横ばい（前年比100％）と予測

・人件費：入退社は考慮していない、評価は毎年「B」とし評価給の昇給を計算

・その他：修繕費、設備投資は個別店舗の状況に合わせ計上

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2 検討・実行した改善策

人事制度改定のポリシー（1）

　前述の通り、年功的に上がる報酬制度であったため、
管理職でない社員も相応に給与をもらえていました。
責任と給与のバランスから、一部の社員は管理職にはなり
たくない、とまで言っている状況でした。
　この問題を解決するため、社長のポリシーでもある
「信賞必罰」を人事制度改定の軸とし、次に挙げる変更
を行いました。

年功的要素の給与・手当を縮小（2）

　年齢給の縮小を行い、役職手当と評価給を増額しました。
これは年齢や勤続年数にとらわれず、役職に対しての対価
を大きく設計することで、責任の重さと給与のバランスを
図る意図で行いました。また、評価給の増額も同様で、
年齢や勤続年数ではなく、成果を出した社員や貢献度が
高い社員など、会社から評価された社員に報いることを
目指しました。また、評価給の昇降給テーブルも併せて
変更し、一般職層にも降給の概念を取り入れました。

昇降格基準の明確化（3）

　報酬制度の改定とともに、昇降格基準も併せて変更
しました。従来は年功的に運用されていましたが、達成
すべき成果の定量化や評価結果の基準を明示し、どうすれば
昇格できるか、または降格になってしまうかを決定し社員
に周知しました。評価結果によっては、20代後半には管理
職になれる設計にしました。

総額人件費（5）

　上記の様な変更を行った結果、変更後の人件費予測と
営業利益予測が図表5です。4年後の営業赤字予測が黒字に
なる制度改定となりました。

労働組合への対応（4）

　本件は、現状分析から人事制度を変更するまでに1年弱
の期間をかけて行いましたが、変更の半年前から月に1度
定期的に労働組合の幹部とコミュニケーションを取るよう
にしていました。このままの制度では、総額人件費が増大
し、営業赤字に陥ることへの危機感を伝えることや、現状
分析結果の共有などからはじめ、制度変更の検討案の段階

からコミュニケーションを取ることで、円滑に変更まで
たどり着けたと感じています。
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3 担当コンサルタント所感

　「総額人件費コントロール」は、人事における最重要課
題の一つでありながら、現実的にはなかなか経営陣が思う
ようにできていないテーマでもあると感じています。本件
も、課題や改善策自体は目新しいものではないのですが、
この当たり前のことを具現化するために一つずつのプロ
セスを丁寧に行った事例になります。
　改善のネックになったのが、一つは労働組合であり、
もう一つは現場の不満を真正面からうける立場になる現場
サイドの役員でした。「なぜ、この改革が必要なのか」に
ついてデータを提示しながら、「5年後を考えると最重要
な経営課題」という認識を共有することができたのが肝で
あったと感じています。

前提条件

・売上高：横ばい（前年比100％）と予測

・人件費：入退社は考慮していない、評価は毎年「B」とし評価給の昇給を計算

・その他：修繕費、設備投資は個別店舗の状況に合わせ計上

現在 1年後 2年後 3年後 4年後

人件費 営業利益

0

500,000

（千円/年）

1,000,000

1,500,000

2,000,000

図表5　総額人件費と営業利益推移

女性社員比率が非常に高い会社の現状分析事例です。業務分担がなされていないこと
による残業が多く発生しており、結婚や出産を機に退職する社員が多数存在して
いました。社員およびスキルの定着のために、業務分担や役割・責任の明確化、業務
アサインや各種制度の見直しなど、それまで社長の都度判断で対応していた事項を
ルール化・明文化し、いかに「育児をしながら働き続けることができる会社」と社員に感じ
てもらえるかを軸に再構築を行いました。

現状分析～改善策立案事例②

山田ビジネスコンサルティング株式会社
大阪支店　副部長

齊藤　幸浩
さいとう　ゆきひろ

POINT

人事コンサルティング実績多数。経営理念
策定や人事制度再構築から雇用調整、問題
社員対策など、前向き、後向きを問わず、
「ヒト」に関する諸問題解決に従事。

会社概要
業種：子供服の小売
会社規模：売上20億円、社員数200名弱
事業環境：
・直近4年で売上3倍に急成長
・国内実店舗のほか、ECサイトでの展開が好調

背景：
・女性の多い職場で処遇面に対する不満の声が上がってき
　ている
・社長一人で評価を実施していたが、組織が大きくなって
　きて限界を迎えている
・結婚や出産を機に辞める社員が多い

図表１　勤続年数別男女別人員構成

男性

女性

合計

勤続年数区分合計

構成比

構成比累計

性別

172

87.8％

87.8％

18

9.2％

96.9％

5

2.6％

99.5％

1

0.5％

100.0％
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【男女別人員構成】
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年数

社会保険労務士

Ⅲ　事例紹介
　現状分析～改善策立案事例②



Ⅲ　事例紹介
　現状分析～改善策立案事例②

Ⅲ　事例紹介
　現状分析～改善策立案事例②

34 35

　人員構成分布を年齢別・勤続別・男女別に見てみた
ところ、女性の比率が90％超を占める中で、平均勤続年数
は2.0年であり、勤続10年を超える社員はわずかに3％程度
でした（図表1）。店舗数が増加している環境下で、店長を
任せることのできる人材が不足しており、店長人材の育成
が急務である状態でした。退職者の退職理由は「結婚する
ため」「出産するため」がほとんどで、育児休業制度はある
ものの利用者はほとんどおらず、若い独身女性（平均
年齢28歳）だけが就業している状態でした。ヒアリングを
実施した社員の多くも「結婚したら続けていけない」と
いった認識を持っており、アンケートの結果も「仕事と
家庭の両立」が極めて困難だと感じている社員がほとんど
でした。業務の分担がなされておらず、すべての社員が
販売～雑用までこなしており、その結果残業が多く発生
していることが主要因となっていました。

1 現状分析で判明した事項

社員の定着（1）

　役職ごとの役割や責任が不明確であり、また、会社として
期待することも特には伝えていなかったため、何を頑張れ
ば店長になれるのか、店長になったら何を頑張ればよいの

役割と責任（2）

かを認識している社員が一人もいませんでした。人事
評価は社長が一人で実施しており、社員からはブラック
ボックスとなっている状態でした。そもそも評価自体が
行われていることを知らない社員も存在するほどでした。
また、スタッフの給与はほぼ業界平均ながらも、管理職の
給与が業界水準と比べると低く、管理職に昇格すること
に対するインセンティブが低いことも現状分析から判明
しました。

　広範囲に店舗展開しており、社員は店舗間の応援のため
に出張することもしばしばでした。また、出店や社員の
退職などにより、転居を伴う配置転換も頻繁に行われていま
した。しかし、出張旅費規程や転勤規程などの社内規程が
整備されておらず、社員に不安を抱かせていました。育児
休業については法令違反ではないものの、法令どおりの
最低基準のものだけが定められており、職場復帰後の生活
が不透明であると感じている社員がほとんどでした。

社内規程（3）

2 検討・実行した改善策

役割・責任の明確化と
それに応じた処遇の実現（1）

評価制度の構築（2）

　部門および役職ごとに役割・責任を明確にしました。
業績管理も社長しか行っていない状態であったため、部門
ごとにKPI（重要業績評価指標）を定め、役職者はその
KPIをウォッチし続けるとともに、スタッフの育成責任も
負ってもらうことにしました。以前に比べて責任が重くなる
ことから、報酬もそれに見合った水準へと変更しました。

　いつ・誰が・何を・どうやって評価するのかを設計し、
社員の成長プロセスを明確にしました。ステップアップして
いくための要件が明確になったことで、上を目指す風土が
醸成されました。

図表２　従業員満足度調査結果

3.60

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

風土 仕事

会社

待遇 上司

制度 職場

3 担当コンサルタント所感

業務分担の見直し（3）

　残業の削減と育児しながらでも働ける職場づくりを目的
として、業務の棚卸しを行った上で、業務分担を見直し
ました。業務を「重作業・軽作業」、「定型業務・非定型
業務」に分類し、育児中の社員でも働き続けることができる
業務をグルーピングしました。本項目はまだ効果が出るまで
には至っておりませんが、一部業務のアウトソーシング、　

社内規程の整備（4）

　社員が安心して働き続けられるように社内規程を整備
しました（図表3）。日常業務におけるルールを明確に
したことに加え、育児休業復帰後の軽作業への職務転換
ルールを策定したことで、社員の不安を和らげました。

　以前はある意味でルールの無いまま、都度の社長判断に
より物事が決められてきた会社でした。社長ご自身は、
当初「個人ごとの要望にこまめに対応しているし、女性社
員にとって働きやすい会社」という自負をお持ちでした
（退職者が多いのは本人の事情や意識の問題という
認識）。そのため、「各種ルールを制度として明示する
こと」や「役割や責任を明確化すること」に重きをおいて
いないと感じました。
　しかしながら、アンケートの結果は社長の想定とは違う
ものであり、「自分の思い・考えが届いていない」ことに
ショックを受けられていました。このことが、本事案の一つ
の分岐点であったと考えています。
　また、「都度判断」の風土が定着していたため、社員へ
の周知・徹底は非常に困難なものでした。まずは役職者  

　 に理解いただくために何度も説明を繰り返しました。
結果として役職者の方々も協力者となり、スタッフ全員
へ浸透させるために欠かせない存在となりました。上記の
施策が安定的に運用されるまでには、まだしばらく時間が
かかりそうですが、役職者の自覚が芽生え始めているので、
役職者がスタッフからの憧れの存在となり、社員が安定
的に働くことのできる職場となることはそう遠くないと
感じています。

図表３　社内規程の整備

【整備後の規程類】【従来存在していた規程類】

賃金規程

慶弔見舞金規程

国内旅費規程

育児休業規程 介護休業規程

人事評価規程

育児休業規程 介護休業規程

賃金規程

就業規則 就業規則

　 男性社員の拡充等も検討しながら進めているところです。

→

→

→

→
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“人的”事業承継対策の重要性と進め方
4.02

事例・座談会Ⅲ
「事例紹介 後継幹部メンバーによる中期事業計画策定プロジェクト」
コラム「MEBOスキーム立案に際しての財務上の注意点」
「座談会　コンサルティングの現場から見た人的事業承継の実態」

人的事業承継のポイントⅡ

オーナー企業を取り巻く経営環境と人的事業承継の重要性Ⅰ
「オーナー企業を取り巻く経営環境と事業承継」
「失敗事例から考える人的事業承継の重要性」

「人的事業承継のポイント」
「安易な株式の分散・移転は、スムーズな人的事業承継の障害となる」
コラム「事業承継に際して押さえておきたい株主の権利」
「人的事業承継に向けた中期事業計画の策定方法」
コラム「株価引下げ対策が中期事業計画実現の足かせになるケース」

金融円滑化法「暫定リスケ」からの出口
3

出口の事例Ⅲ
「私的整理によるスーパーマーケットのM&A事例」
「私的整理による建設業のM&A事例」

出口のスキームⅡ
「出口の選択」
「抜本策実現の手続1　-私的整理か法的整理か-」
「抜本策実現の手続2　-各種私的整理手続の比較-」
「再生型M&Aの見極めと決断」
「私的整理における税務のポイント」

出口に向けた取組状況と見通しⅠ
「出口に向けた取組状況と見通し」

「経営者保証ガイドラインによる保証債務整理の
実務運用について」

医療法人を取り巻く業界環境、事業承継とM&Aの動向
2

医療法人のM&A実務とポイントⅢ
「業界再編を促す規制 緩和・強化・創設の動き」
「コラム MS法人の活用と留意点」
「医療法人M&Aの目的・狙い

「医療法人のM&A事例」
「コラム 医療法人のM&Aと株式会社のM&Aの違い」

-M&Aニーズが発生する背景と買い手側の狙い-」

医療法人の事業承継実務とポイントⅡ
「医療法人の事業承継における問題点」
「持分のある医療法人の出資持分の放棄」
「医療法人の納税猶予制度」
「事業承継事例 -退職金で評価を引き下げ-」

医療法人を取り巻く業界環境と経営課題Ⅰ
医療法人を取り巻く業界環境と経営課題

1

財務改善Ⅲ
「中堅・中小企業資金繰り改善のポイント」

アジアでの事業展開Ⅳ
「中国現地法人 財務実態把握のポイント」
「非製造業企業の東南アジア進出検討のポイント」

業界・業種別解説Ⅱ
「スーパーマーケット売場改善のポイント」
「製造業における利益のとらえ方」

「医療介護総合確保推進法における医療法の
改正内容とその影響」

中堅・中小企業における資本戦略 -事業承継とM&A-Ⅰ
「中堅・中小企業における人的事業承継の成功ポイント」
「事業承継の選択肢としてのM&A」

YBC バックナンバーのご案内

中国現地法人 撤退の実務
5

撤退の法務と税務Ⅲ
「撤退に際しての法務ポイント」
「撤退に際しての税務ポイント」
「撤退に際しての日本の親会社の税務ポイント」

撤退実務のポイントⅡ

中国経済の現状と日本企業の動向Ⅰ
「中国経済の現状と日本企業の動向」

「存続か撤退か」
「撤退手法の概要と実務上の注意点」
コラム「中国リストラ実務の現場より」
コラム「中国で仕事がうまく進まないのは、
雑談が足りないから？」

パチンコホール業界を取り巻く環境と生き残りの方向性
6

パチンコホール業界の市場・競争環境

パチンコホール業界への規制強化の動向

パチンコホール　生き残りの方向性

パチンコホール業界の基礎知識

病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響と課題
7

病棟建替えに際しての事業計画の内容と策定手順Ⅲ
「病棟建替えに際しての事業計画の内容と策定手順」

病院経営における最近の論点と実務のポイントⅡ

病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響Ⅰ
「病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響」

「病床機能転換の論点と実務のポイント」
「病棟建替えに際しての論点と実務のポイント」
「人事制度の論点と実務のポイント」



熊本事業所

九州支店

京都支店

大阪支店
神戸事業所

東北支店

東京本社

名古屋支店

浜松事業所

東京本社
東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館10階（受付9階）
TEL：03-6212-2510（代表）

大阪支店
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号
明治安田生命大阪御堂筋ビル（L.A.タワー）12階
TEL：06-6202-1260（代表）

名古屋支店
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号
JRセントラルタワーズ46階
TEL：052-533-5327（代表）

東北支店
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号
仙台マークワン11階
TEL：022-399-7068

九州支店
福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号
福岡天神センタービル6階
TEL：092-738-5650（代表）

京都支店
京都府京都市下京区四条通烏丸東入
長刀鉾町20番地四条烏丸FTスクエア9階
TEL：075-253-1323（代表）

神戸事業所
兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番5号
明治安田生命神戸ビル11階（受付6階）
TEL：078-232-0510（代表）

浜松事業所
静岡県浜松市中区板屋町111番地2
浜松アクトタワー15階
TEL：053-457-7111（代表）

熊本事業所
熊本県熊本市中央区桜町2番17号 
第2甲斐田ビル4階
TEL：096-312-1330

スパイア
リサーチ アンド
コンサルティング
子会社化
浜松事業所 開設
熊本事業所 開設

バンコク
駐在員事務所 開設

京都支店
開設

福岡に九州支店
開設
上海現地法人
設立

仙台に東北支店
開設名古屋支店

開設
大阪支店
開設

創業
シンガポール支店
開設

クアラルンプール
駐在員事務所 開設
神戸事業所 開設




